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平成17年12月12日 (月) から平成18年３月31日 (金)
まで､ 冬期のごみ収集期間となります｡
このため､ 雪などでごみ収集車が入れない地区の方
は､ ご面倒でも昨年同様に本道路までごみを出して下
さいますようお願いします｡
ごみの出し方は普段と変わりありません｡ 地区の決
められた日の朝８時までに決められた方法 (分別し指
定袋に入れ記名) で出して下さい｡
●平成18年１月１日～３日までは､ ごみの収集は休み
です｡
●平成17年12月30日～平成18年１月３日まで､ 尾別ご
み処分場は休みです｡
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●平成17年12月31日～平成18年１月３日まで､ ごみの
収集は休みです｡
●平成17年12月29日～平成18年１月３日まで､ 小泊処
分場は休みです｡
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最近､ 燃えないごみの中に､ ガス抜きをしていない
スプレー缶が入っております｡ これらの処理は圧縮を
かけて運搬しますので､ 重大な事故につながる恐れが
あり大変危険ですから､ 必ずガスを抜いてから出して
下さるようご協力をお願いします｡
詳しいお問い合わせは､ 役場環境衛生課まで
TEL 57－2111 (内線38・60)
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町では文化活動及びスポーツで優れた功績をおさめ
た個人・団体を表彰します｡
そこで次のような方が身近にいらっしゃいましたら
行政連絡員等にお知らせください｡ なお､ 文化賞につ
いては､ 過去に受賞された方でも今年度同じ功績をお
さめた方は対象となります｡
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おおむね30年以上､ 町の文化振興に尽くしその功績
が特にすぐれているもの
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公的・県下の権威ある団体主催の県大会で最高賞を
受賞または東北・全国大会での優秀な業績者
� !�����

小・中学生､ 高校生を対象に公的・県下の権威ある
団体主催の県大会で最高賞を受賞または東北・全国大
会での優秀な業績者
�"#$%���

学校体育・社会体育の振興に貢献しその業績の著し
いもの､ また体育・スポーツに関する学問的研究で顕
著な成果をあげたもの
�"#$%&'��

10年以上にわたり選手の養成､ スポーツ団体の育成
指導に寄与しその功績の著しいもの
�"#$%���

県の連盟・協会等が公認した県大会・県民体育大会・
青年大会で優勝したものまたは新記録を樹立したもの
及び東北大会で入賞したもの､ 全国大会へ出場したも
の (新人戦は除く)
()*+,

平成17年12月22日 (木)
(-�./

教育委員会社会教育課社会教育係 TEL 69－1112
教育委員会小泊事務所 TEL 64－2679
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中央公民館では､ 下記のとおり ｢津軽凧づくり教室｣
を実施しますので､ 参加を希望される方は電話等でお
申込ください｡
�0 1�平成18年１月12日 (木) 13日 (金)
�2 3�中央公民館大ホール
�4 5 ��児童と父母､ または一般町民
�67�8�20名
�9 : ;�材料代として１枚600円(２枚凧の大きさ)
※中泊町子ども会育成連合会に登録されている場合
は､ 連合会で負担しますので､ 個人負担は必要あ
りません｡

�<=+,�平成17年12月22日(木) (ただし､ 定員に
なり次第締切らせていただきます)

�< = >�中央公民館 TEL 57－2341
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『新年を祝う集い』 を次のとおり開催します｡ ぜひ

ご参加ください｡

����平成17年１月４日 (水) 午後2時

����総合文化センター ｢パルナス｣ ホール

����3,500円

�	
�平成17年12月22日 (木) までに次の所属に備

え付けの申込用紙に記入のうえ､ 会費を添え

てお申込ください｡

役場総務課 TEL 57－2111

小泊支所 TEL 64－2111

武田出張所 TEL 57－2101

内潟出張所 TEL 58－2111

パルナス TEL 69－1111
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納税証明書は､ 納税者の皆様の大切な情報を証明す
る物ですから､ 窓口においでいただいた方の確認等を
厳格に行わせていただいております｡
来所される際には､ 印鑑 (法人の場合は代表者印)
と本人確認ができる書類 (運転免許証､ 健康保険証等)
をご持参ください｡ 代理人が申請する場合は､ 委任者
(法人の場合は代表者) が署名・押印した委任状と､
委任者の印鑑登録証明書の提示が必要となります｡ 委
任状は､ 申請用紙の所定の委任欄を使用することもで
きます｡
������

五所川原県税事務所総務課 TEL 34－2111 (内線205)
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『青森県産業別最低賃金』 は､ 平成17年12月21日か

ら､ 以下のとおり改正されます｡

◆鉄鋼業／時間額726円

◆電気機械器具､ 情報通信機械器具､ 電子部品・デバ

イス製造業／時間額669円

◆各種商品小売業／時間額664円

◆自動車小売業／時間額703円

なお､ 前記の産業以外の､ 県内で働くすべての労働

者に適用される 『青森県最低賃金』 は､ 平成17年10月

１日から､ 時間額608円です｡

最低賃金に関するお問い合せは､ 青森労働局 賃金

室 (TEL 017－734－4114) または､ 五所川原労働基準

監督署 (TEL 0173－35－2309) まで｡

詳細については青森労働局のホームページ(http://

www.aomori.plb.go.jp/)でもご覧いただけます｡
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平成17年工業統計調査を12月31日現在で行います｡

調査の実施にあたっては､ 本年12月から来年1月にか

けて調査員がお伺いします｡

なお､ 調査票に記入していただいた内容については､

統計法に基づき秘密が厳守されますので､ 正確な記入

をお願いします｡

【問い合せ先】

役場企画調整課 TEL 57－2111 (内線50)
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【応募資格】
・平成18年４月１日現在､ 15歳以上17歳未満の (平成
元年４月２日から平成３年４月１日までの間に生ま
れた者) 男子で中学校卒業者又は中等教育学校の前
期課程修了者 (平成18年３月に中学校卒業又は中等
教育学校の前期課程修了見込みの者を含む)

������ 平成17年11月１日 (火) ～平成18年１
月10日 (火) まで (締切日必着)

������ 平成18年１月14日 (土)
������ 五所川原地域職業訓練センンター
������

自衛隊青森地方連絡部 五所川原募集事務所
TEL 0173－35－2305
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東北森林管理局では､ 国有林の管理・経営に皆さん
の声を役立てていくため､ モニターを募集しています｡
【募集人員】 48人
【募集期間】 平成17年12月28日 (水) まで
【任 期】 平成18年４月～平成19年３月
【内 容】 アンケートの回答､ 国有林モニター会

議への出席など
【そ の 他】 応募資格､ 応募方法など詳しくはお問

い合せください｡
【問い合せ先】
東北森林管理局 国有林モニター係
TEL 018－836－2274 FAX 018－836－2931
※東北森林管理局ホームページからもご覧いただけ
ます｡ http://www.tohoku.kokuyurin.go.jp/
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○激流 柴田よしき (徳間書店)
○魔王 伊坂幸太郎 (講談社)
○恋せども､ 愛せども 唯川 恵 (新潮社)
○きみの友だち 重松 清 (新潮社)
○愛し続けるのは無理である 内館 牧子 (講談社)
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中山間地域等直接支払制度における当町において認
定された集落協定の概要を公表します｡

１. 集落協定された集落及び協定参加人数

２. 交付金対象面積及び交付金額

農業・農村には､ 食料を生産するだけでなく､ 災害
の防止や安らぎの場の提供など､ いわゆる ｢多面的機
能｣ があります｡ しかし､ 中山間地域 (一定要件以上
の傾斜地) では､ 農地の管理がままならず､ 耕作放棄
の発生など荒廃により､ ｢多面的機能｣ の低下が心配
されています｡ そこで､ このように農業生産の条件が
不利な農地を耕作している農家や生産組織に交付金を
直接支払い､ 健全な農地､ 農村を守っていこうという
ものです｡
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